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予 算 要 求 資 料 

令和３年度３月補正予算  支出科目 款：衛生費 項：保健予防費 目：成人病予防費 

事業名 がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

 健康福祉部保健医療課康推進室がん・受動喫煙対策係 

                       電話番号：058-272-1111（内 2559） 

                        E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp 

 

１ 事業費  補正要求額 1,843 千円（現計予算額：5,500 千円） 

＜財源内訳＞  

区 分 
事業

費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財 産 

収 入 
寄附金 その他 県 債 

一 般 

財 源 

現 計 

予算額 5,500 0 0 0 0 0 0 0 5,500 

補 正 

要求額 1,843 0 0 0 0 0 0 0 1,843 

決定額 
1,843 0 0 0 0 0 0 0 1,843 

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

がん治療の副作用による脱毛や乳房切除による外見の変化が原因で、就労

等の社会参加に消極的になる患者も少なくない。 

県では、治療と就労等の社会参加の両立支援を目的に、医療保険が適用さ

れないウィッグ及び乳房補正具の購入助成を令和元年度から行ってきた。同

時に各市町村においても、助成支援の導入を働きかけてきた結果、賛同する

市町村が増加。しかし患者から、申請窓口の一本化の声が上がったため、令

和３年度から市町村に対する間接補助とした。 

なお、岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市は新型コロナの影響により事

業実施に至らなかったため、患者への不利益を考慮し、直接助成を継続。 

     令和３年９月末時点での市町村への補助実績見込み及び県の助成実績見込

みが当初予算額を超過するため増額する。 
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（２）事業内容 

ア がん患者の医療用ウィッグ及び乳房補正具の購入費用の助成を行う市

町村に対し、補助を行う。 

○対象者：市町村 

○補助対象経費：医療用ウィッグ及び乳房補正具の購入費用に対し市町村

が助成した額 

   ○補助率：1/2 

○補助上限額：医療用ウィッグ  10 千円／１人  

          乳房補正具        10 千円／１人  

イ がん患者の医療用ウィッグ及び乳房補正具の購入費用の助成を行わな

い市町村に在住するがん患者に対し、県から直接助成を行う。 

（３）県負担・補助率の考え方 

   県１／２、市町村１／２ 

（４）類似事業の有無 無 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

補助金 823 市町村への補助 

扶助費 1,020 岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市に係る助成 

合計 1,843  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

 

４ 参考事項 

（１）各種計画での位置づけ 

第３次岐阜県がん対策推進計画（平成 30 年度～令和 5 年度） 

（２）国・他県の状況 

  ・医療用ウィッグ助成を実施している都道府県：１５県 

  ・うち市町村への間接補助としている都道府県：９県 

    岩手県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、静岡県、滋賀県、兵庫県、福岡県 

（３）事業主体及びその妥当性 

   国の第３期がん対策推進基本計画及び第３次岐阜県がん対策推進計画に、

がん患者ががんと共に自分らしく豊かに生きるための支援を行う必要性が

明記されていることから、県が補助を行うことは妥当である。 
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県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書 
□  新 規 要 求 事 業 

■  継 続 要 求 事 業 

 
補助事業名 がん患者医療用補正具購入費補助金 

補助事業者（団体） 市町村及びがん患者 
（理由）市町村において、医療用ウィッグ、乳房補正具

の購入費に対する助成の実施を推進しているため。た

だし、新型コロナウイルス感染症の影響等により対応

できない市町村については県対応とするため。 

補助事業の概要 （目的）がん患者の精神的負担を軽減し、治療と就労等

の社会参加を両立するため。 

（内容）がん患者の医療用ウィッグ及び乳房補正具の

購入費用の助成を行う市町村に対する補助及びがん患

者への助成。 

補助率・補助単価等 定額・定率・その他（例：人件費相当額） 

（内容）県 1/2、上限 10 千円 

（理由）令和３年度県助成上限額から算出。 

補助効果 がん患者の精神的負担の軽減、治療と就労等の社会参

加の両立。 

終期の設定 終期令和５年度 

（理由）３年間の事業とし、終期に事業継続の必要性に

ついて、改めて検討を行う。 

（事業目標） 

・終期までに何をどのような状態にしたいのか 

 令和４年度中に全市町村が助成制度を実施することを目指す。 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 
事業開始前 

(R2 年度末) 

目標 

(R3 年度末) 

目標 

(終期) 

①助成実施市町村数 22 38 42 

 

 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 
R3 年度 

（要求） 

補助金交付実績 － － － 
(予算額) 

－ 
(要求額) 

4,243 千円 

（前年度の成果） 
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（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

 新型コロナウイルス感染症の影響等により対応できない市町村について

は県対応しているものの、申請しやすい市町村での受付が望ましい。 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

 ○：必要性が高い  △：必要性が低い  

(評価) 

○ 

 がん患者が抱える社会的な問題のひとつに、がん治療に伴う外

見の変化（副作用による脱毛や乳房の喪失等）がある。 

県では、がん患者の精神的負担を軽減し、治療と就労等の社会参

加を両立するため、医療保険が適用されないウィッグ及び乳房補

正具の購入に要する費用の助成を行ってきた。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている 

 △：まだ期待どおりの成果が得られていない 

(評価) 

 

 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている  △：向上の余地がある  

(評価) 

 

 

（事業の見直し検討） 

 

（終期到来時の翌年度以降の事業方針） 

継続・削減・統合・廃止 

（理由） 

 がん患者の精神的負担を軽減し、治療と就労等の社会参加を両立するた

め、医療保険が適用されないウィッグ及び乳房補正具の購入に要する費用に

対する助成の必要性が高いため。 

 


